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大韓民国の首都機能移転について（調査結果）

大韓民国においては、ソウルから 138 ㎞の場所に行政中心複合都市「世宗市」

を建設し、2012 年以降、大統領府及び危機管理に関する一部の省庁を残し、大

部分の中央省庁を世宗市に移転しているほか、盧武鉉大統領時代の 2004 年、国

家均衡発展を目的として、「国家均衡発展特別法」が制定され、翌年、中央省庁

以外の政府関係機関（研究機関、公社・公団、特殊会社等）を全国均等配置を行

う「公共機関の地方移転計画」を閣議決定し、現在取組みが進行中である。

この「公共機関の地方移転計画」の内容、現状における評価等について、在韓

日本大使館を通じて調査したところ、概要以下のとおりである。

１ 目的・対象機関

国家均衡発展を目的とし、地域戦略産業との連携・産業クラスター構築を目

指す。首都圏に所在する政府関係機関が対象となるが、以下のものは対象外。

①中央省庁

②首都圏を管轄区域とする機関や首都圏住民対象の行政サービス等を行う機関

③その他首都圏に所在することが不可避な機関（移転費用が期待効果に比べて

大きいもの、主な相手が中央省庁など顧客部署が残留するもの等）

２ 移転先

12 の道・広域市のうち首都圏、大田広域市を除く 10 の道・広域市に、均等

配置。地域の誘致希望を聞きながら、衡平性の原則、効率性の原則に基づき、

機関の人数、予算規模、機関ごとの業務内容の関連性等を考慮。発展が遅れて

いる道には広域市よりも多くの機関を配置。

なお、移転計画案を作成するため、行政組織として国家均衡発展委員会を設

置。移転・残留機関の分類、機関の機能群の分類、衡平性確保のための配置基

準等については、同委員会内の公共機関地方移転特別委員会（政府各部署・政

策研究機関の職員、民間専門家により構成）で審議。

３ 移転の現状と評価

李明博政権任期中に移転を進めることについての議論があり約 2 年の空白が

あったが、それ以外はほぼ計画通り進捗し（したがって、当初予定よりも約 2

年遅れ）、現在ほぼすべての機関が移転完了又は着工となっている。

現在、第一歩を踏み出したばかりであり、成果を評価する段階にないが、既

に移転完了した機関については、要求水準に見合った最適人材がみつからない

という問題が発生している。
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